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1 はじめに（重要）

当直における令状作成・点検事務の基本的な処理については，名古屋地裁及び

名古屋簡裁作成の「令状事務処理の手引（四訂版） 」を参照する。従って，事務

処理に当たっては，手引（四訂版）に総論として記載されている各種令状に共通

した確認すべき点，個別の令状ごとに確認すべき点及び参考事項を参照するとと

もに，点検事務では，必ず手引（四訂版）で示されている当直用チェック票及び

その別紙により確認を行う。

また，令状事務処理の手引（四訂版）が改訂された場合は， 当然に本当直令状

事務マニュアルにもに及ぶので注意されたい。
、

2令状事務処理の一般的な留意事項

「令状事務処理の手引（四訂版） 」の4頁以降に令状事務の本質，事務担当者

の役割分担の明確化，書記官の基本的役割令状過誤の防止，被疑事件の罪名に

かかる関係条文の確認，秘密の保持及びマスコミ対応に触れた記載があるので，

必ず一読していただきたい。

令状請求書や一件記録等は，捜査の密行性及び被疑者の人権擁護の観点から，

部外者の目に触れないよう注意を払い，部外者がいるときはう被疑者の氏名や事

件の内容に触れる話題は慎むまねばならない。
、
〕

マスコミ対応としては，

3令状受理までの事前準備

令状作成事務は，即時処理を原則とする。

警察署から令状請求の事前連絡があったときは，請求官署名，令状の種類，通

数，緊急性の有無（身柄の状況等） ，緊急逮捕等の場合には逮捕時刻，令状請求

書の到着予定時刻など，その後の令状作成準備に有益な情報を聴取する。
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令状請求がなされたときは，速やかに処理に当たれるように，パソコン，支援

システム又は令状用紙等を準備しておくと良い。

令状当番裁判官には，適時に連絡し，その後の指示を得る。

4受付事務

「令状事務処理の手引（四訂版） 」を参照する。

（1） 令状請求書の提出

ア逮捕状については,その謄本を同時に提出することを要する(刑規139②)。

イそれ以外の請求についても原本ごとに謄本1通を請求時に提出してもらう

こと，差し押さえるべき物，捜索すべき場所等の記載を引用する別紙につい

ても提出してもらうことについては，いずれも管内警察署に依頼済みである

ため，適式に提出されているかを確認する。

（2） 令状請求書の宛名

ア令状請求書の宛名として空欄部分に， 「岡崎簡易」 とゴム印を押捺する。

イ当庁の当直事務においては，すべての裁判官に簡裁併任辞令があるため，

岡崎簡易裁判所の裁判官として処理をする。ただし，簡裁辞令が発令されて

いない新任判事補が担当する場合は， 「名古屋地方裁判所岡崎支部裁判官」

として処理することになるため注意を要する。その場合には， 当直業務に支

障がないように予め周知を図る。

（3） 当直受付日付印

ア令状請求書の原本と謄本に当直受付日付印を押捺し,受付時刻を記入する。

イ当直受付日付印の傍らに事件番号用のゴム印を押捺し，符号欄に「令る」

の事件符号を，番号欄に立件取得した事件番号をそれぞれ記入する。

ウ当直受付日付印及び事件番号用ゴム印の傍らに取扱者が認印を押印する。

エ当直受付日付印の押捺は,原則として請求書の上部余白部分に押捺するが，

文字が重なって不鮮明にならないようにするため，必要に応じてその周辺の
2
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余白部分に押捺するなどの注意を払う6

5令状点検事務

「令状事務処理の手引（四訂版） 」及び「平成29年2月28日付事務連絡」を

参照する｡

（1）当直用チェック票及びその別紙は，令状種別ごとに当直室に備え置き，簡裁

令状係が管理する。

（2）適正な令状を発付するために当直用チェック票及びその別紙で示された点検

C，
項目について一つずつ確認する。

ア被疑者の入定事項は，身分関係書類のどれか一つと照合する。

イ被疑事実の要旨は，統括捜査報告書（訂正書類を含む） と照合する。

ウ令状完成前の点検については一字一句の点検を励行し，令状完成後の点検

については点検事項のポイントを絞って確認する。

エ事務処理後の当直用チェック票及びその別紙は，令状請求書謄本の末尾に

ステープラで編綴し，直近の開庁日に簡裁令状係に引き継ぐ。

オ限られた時間における作業であること，過誤の原因となり得る先入観をで

きる限り排除する必要があることから，点検作業における当直員間の分担例

（ 「当直における令状点検の分担について」 ）を参考に適切な役割分担の上

作業する。

C)

期限切れ令状の返還

令状の再請求（期限内に執行することができなかったため，更に同一被疑事実

6

で令状を請求する場合をいい，通称「令状更新」 という）の場合は，返還すべき

令状を発付した裁判所に返還する。例えば，岡崎簡裁で発付した令状であれば，

そのまま受領して返還書に当直受付日付印を押捺し，その傍らに取扱者が押印す

れば良いが，安城簡裁で発付した令状を返還する場合は，安城簡裁に返還しても
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らう必要がある。

令状請求を却下又は撤回した場合

「令状事務処理の手引（四訂版） 」を参照する。

令状作成事務のために予め作成した令状原稿や書損書類は，必ず破棄する。

7

8令状発付後の処理

「平成29年2月28日付事務連絡」を参照する。

（1） 決裁後の点検項目

被疑者名， 日付，庁名，庁印，裁判官氏名，裁判官印，契印，訂正印

（2） 警察官への交付時の点検項目

庁印，裁判官印,契印，訂正印

C，

9 その他

令状作成事務に当たって有益な情報（文書）は，本ファイルに編綴されている

ので，必ず参照していただきたい。

以上

に』
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14記載は必須。下線部分は記載のない場合もある(別件で身柄拘束中等)．

4逮捕状を数通必要とするときは、その数及び事由
15記載する事項がないときは‘斜線を引き押印又は｢なし｣の記載があるか．
〈記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか二）

5被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
16記載は必須(引用された別紙はあるか。

6被疑者の逮捕を必要とする事由
17記載は必須(引用された別紙はあるか。〉。

7被疑者に対し、同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について、前に逮捕
状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実並びに同一の犯罪事実に
つき更に逮捕状を請求する理由
’8記載する事項がないときは‘斜線を弓iき押印又は｢なし｣の記載があるか。

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか

8 30万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の
罪以外の罪については、 2万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、刑事
訴訟法第199条第1項ただし書に定める事由
’9記載する事項がないときは斜線を弓|き押印又は｢なし｣の記載があるか。 ★
（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない．引用された別紙はあるか,

9被疑事実の要旨
20記載は必須(引用された別紙はあるか。 ノ ★

（引用別紙で更に別紙を弓|用している場合も少なくない, ）
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学このチェックシートは令状請求書謄本とホチキス留めすを：
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逮
』
E

1
I

一

0 月
閂

状(緊急）
’

F

被疑者の氏名

1表記文字は正しいか｡衛

○○○ 1

一

－

I

6請求書からの転記は正しいか： （逮捕場所を記載しないこと。 ）

致弓矛｝Ｉ
、
準
蟇

・
｛
《
↓
、

》
Ｊ
壺

津
再

－

４

今
珸

一
輯
オ偶

今
９
１
日

β

ｊ
〃
Ｊ

’
一
一
シ
亀

卑

亨

口一一一P■｡｡‐｡ｰ●つら‐‐●わ●●1■●■●｡●‐q■●字pQD●●炉いいの●‐q■一‐－－‐‐ー凸一・‐己｡●4■の■P今一山｡｡●●■DC亡●画｡｡‐－｡●②●■ト凸●■●■の■●●●

平成 年 月 日
午前

午後
時 分

■ー‐‐争●●●■し●■●｡●■ぬ●●。●｡｡●●●●●●●｡②一己ゆ‐●■やロー一口■｡｡‐の●の■■■‐●e●q■｡●■●●■■■■ロ■｡②●●あい②一一●■●｡●■●‐ロの■｡

I

’
’

．
｜

’
■卜●■

送致を受けた年月日時
、

‐一●●ー一一ー●■ ■■‐■ ■1 1■｡｡‐‐‐■Dｰ‐●●‐ｰ｡一一一計■●■■、4■0■■

記 名 押 印
｜
L － － ． － --- -ｰ

平成 年 月 日
午前
午後

口一一Q－CPe■争わ‐●■●■●4■‐●●●●ロ●pや句ロー●の●｡｡●‐●や■‐●‐｡●●●●●●●●●●つ●●｡●‐●●●｡‐｡●●

時 分

●□■の｡｡■▲の●●‐■つワロ●参●●｡●

1

1
｜

一
団

』
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③当直用チエツク票(捜索差押許可状請求書） ★ぬ項昌は別紙参照
（リモートアクセスによる複写の処分以外の請求に用いること）

一

決
裁
前
□
□

受
付
時
□
□

１
２

1受付日付は正しいか。

2庁別は選択したか．★

原本謄本に

・3時刻は記入したか，

・4事件番号事件符号は記入したか、★

．s担当者は押印したか。

’6原本謄本!ま照合したか★

可
０
４
Ｆ
■
附
会
ご
‐
Ｊ

Ｌ
〆

、
、
▼
汀
呼
丘
８
９
８ ロ

ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

ロ
ロ
ロ
ロ

捜
差
索

押許可状請求 書

請求日付は正しいか

年 月 日
□
□

ロ
ロ

７
８

‐7

平成
8ゴム印の押し忘れ『地方｣｢簡易｣の押し間違いはないか、★

← － ‘r1三 裁判所

裁判官殿

C、

gT■ Ⅲ■旦逵，〃言 ■③
下記被疑者に対する当} ■ ;順被疑事件につき、捜索美押許可状の発付を請求する。

9罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要)。★

記
9□□

被疑者の氏名

｝㈹身柄閣係書類等があればどれか一つ＆＃ ｝了 ‐ ．;-: 確認する。★

11年齢計算に誤りはないか．★

（氏名がわからない場合は『不詳｣と記載される。年齢の記載は慣例）

1

ロ
ロ

ロ
□

０
１
１
１

2差し押さえるべき物

12記載は必須(引用された別紙はあるか：

3捜索し又は検証すべき場所、身体若しくは物

13記載は必須(引用された別紙はあるかつ

4 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

12□□

13□□

Cj

14記載する事項がないときは,斜線を引き押印又は｢ないと記載する。
（記載の必要があるときは,別紙引南も少なくない。引用された別紙はあるか。）

5刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは、差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

Ⅷ‘置鴛'琴騨綴騒繍蕊慈零lこ本項富体の記載がないこともある､そのとき
6 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

14□□

15口□

16記載する事項がないときは，斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する。
（記載の必要があるときは．別紙引用も少なくない』引用された男I柵はあるか

犯罪事実の要旨

16□□

7

17記載は必須(引用された別紙はある力､ ､ ）★

〈引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない．

17口□

雇票菫弄壽嵜涙 恩恩
※点検者か押印又iま署名をする‘

こ露チエツクシート､は令状請求書謄本とホチキス篭めする：
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一

③当直用チエック票(捜索差押許可状）
（リモートアクセスによる複写の処分以外の諸求に用いること）

一

★の項目は別紙参照 決
裁
後

決
裁
前

14引用された男'|紙各葉との裁判官契印訂正印はある14 口

1□□

’
’

2□□月||刑法犯の場合は罰条0

67K＝榊

”
敵 3口□

月IIMC

4口□

5口□

憩索又I丈甕稲キの令状により想

灌皇所に返還
t由帝-▽1

9ｰ、フ －’1－、

胡間内で渉
所に仮潭’

□
□
□

６
０
７

１

□
ロ
ロ

今日の日付は止L

成○○年○○
三pの｢地方｣｢簡塲

（庁楽）

300E
の押し間i
－ 占言

卿OOC 8口

11

9口

ロ
ロ
□

駁半ll胃の群

12口口

13 口

12夜間執行の請求はあるか

13裁判官の押印はあるか．

海点検者が押印又は署名をする
⑭

ｰ一』

1

DD
（点検者印）

同、

里印！（

※交ｲ寸時101 1 1314を警雲官と指差し卓壌

二‘刀千工｣ ,ク､ﾝ－卜|ま．令状葵求書稽本‘とホチキス雷めすを
31

捜索差押許可状
｢一一－－－

被疑者の氏名

1表記文字|ま正い､か,★

○○○○

捜索すべき場所，

身体又は物

4記載は必須(引用された別紙はあるか。 ､' “黄

(引用した別紙の付け忘れ取り違えに注意）

(強制採尿の捜索篶押計rwI状は別様式で作成する
Wで L

込

●
ｒ
Ｉ
ｆ
ｑ
、
』

。
戸
や

蒋

小

・

■

ｂ

７

ｆ

矼

Ｌ
今
一

も
勺
Ⅱ
Ⅱ
早
凸

有 効 期 間 平成○○年○○月○○日まで 5期間計算は正しいかﾆ★ ’

’ 請求者の官公職氏名
今←■

沙 ÷
〆

琴
[ も

亙
吉
〃

ｊ
６
元
一

ｲ▲ j p
r打

J “
4

Ａ
ｒ
圭
一

． ﾆﾏ弓
｣ ､

．二二.見
戸･一。 9請求書からの転記|ま正しいか。★

1S
■
ｄ
■
＄ リ

９
４
．
０
ｄ

Ｐ
Ｉ
Ｏ
１
■

■
一
口

台
Ｍ
《

ト

ー

.》 ﾐがあり，コピーした場合＝項目3,4, 11につき,全 2 ニチェック諺
ｐ
Ｂ



④当直用ﾁｴﾂｸ票(捜索許可状請求欝） ★の項目は別紙参照
（リモートアクセスによる複写の処分以外の請求に用いること）

受
付
時
□
□

１
２

決
裁
前
□
□

i 受偲日付は正しいか。

2庁別は選択{_‘たか。★

頁本謄本に

.S時刻|ま記入したか‘：

。4事件番号，事件符号は記入U二か。★

・5担当者は押印したか，

・ら原本,謄本は照合したか。★

譜
I □

□
□
□

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

捜索 許可状請求書

請求日付は正しいか

年 月 日
□
□

口
□

７
８

7

平成
『地方｣『需男-|の押し間違いはないか。★8ゴム印《D押し恵ｵ1

;=!l話『 、 裁判所
一一一一

裁判官殿

1 1 二二 ． ． ハ好賃 ，､’蒲 ：唾.

③
.. # 悪さ 畠" ･-.』一､ 〔－ .

， : ：野､f;-、 し弓i

下記被疑者に対する 被疑事件につき、捜索許可状の発付を請求
9罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要｡ “★

記

1 被疑者の氏名

｝ 1,調書解等があればどれか一つ＆i 1

1 1年齢計算に誤りはないか。★
（氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載きれる.年齢の記載は慣例）

2差し押さえるべき物

に、

9□□

10□□

11口□

12□□

3捜索し又は検証すべき場所、身体若しくは物
12記載は必須(引用された別紙はあるか，〉

C) 4 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由
13記載する事項がないときは斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する。

（記載の必要があるときは，別紙引嬬も少なくない。引用された別紙はあるか。 ）

13口□

5刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは、差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

､』震鷺'琴薑蹄裳騒鰯雲雛蕊雪二本項自体の記載がないこと棚る;そのとき
6 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

14□□

15記載す畳事項がないときは，斜線を引き押印又は｢なし』と記載する．

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。弓|用された別紙はある力辛

犯罪事実の要旨

15口□

7

16記載は必須(引用された別紙はあるか． ）★
〈引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない

16口□

雇菫菫嵜憲菫恵一｣DD(捜索許可状請求書）
（点検者印）

漁点検者が押印又!ま署名をする，

※こめチエツクシートは令状請求書謄本とホチキス雷絢する，

34



-④当直用チェック票(捜索許可状）
（リモートアクセスによる複写の処分以外の請求に用いること）

一
一
一決
裁
後

★の項目|ま別紙参照 決
裁
前

16引用された別紙各雲との裁判官契印訂正印はあも13 □

1□ロ

2口□景合は罰条の記載が必雲

3ロロ
”
敵

4□□

朝間経過壱

当裁判所｜
潮間内で方

の場合ににの令状に己

ﾏr l l

□
□
□

５
９
６

□
□
□

今日の日1で

z成○○恒
呂印の「姉プ

OO月OOR
「顛黒lの郷｛ _港

OOO(g
□
ロ
ロ

ロ
□

７
０
８

１、裁半'1，頁0〕群弦半11．自0）言己毛

11口□

12 □

11夜間執行の請求はあるか。

12裁判官の押印はあるか，

※点検者が押印又は署名をする
④⑳

．
ｊ

町
９
■
■
て
。
ｒ
ご
一
ｒ
、
ｕ
ｊ
ｂ

‐
ｆ
Ｊ
●
ロ
‐

〃

月

Ｉ

ｊ

Ｌ

ｑ
削
り
や

‐
ｊ
１
１
①
ｉ

-プ
ノ.． 、〉
、ジ

nn
（点検者印）

□
(点検者印）

燕交付詩9 1｡ 12 13を養察宮と指差し点検

ｼ！ こ〃、手工ツクシート;式令状蕎求嚢謄本とホチキス留めする≦
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｢－ 捜索許可状 口
被疑者の氏名

1表記文字は正!_,いか★

○○○○

’ 有 効 期 間

F罠

ト ･

一

一

女
ｂ
ご

《
Ｐ
Ｇ

ご

了

雲

上 り r 守■

〆 一

一勺 ＝
､

当
今
少
』
″
旬坐

少
ロ
ュ

ム
ム．

三 上 、

ヰミ

－

今

《

戸
■
と

8請求書からの転記は正しいか． 心』



一‐

⑤当直用ﾁｴｯｸ票(差押許可状請求書）
（リモートアクセスによる複写の処分以外の請求に用いること）

★の項目は熟紙参照 決
裁
前
ロ
ロ

受
付
時
ロ
ロ

１
２

受付日付は正しいか。

庁別は選択したか。★

1

つ
丸一

原本‘謄本に

．s時刻は記入したか．

。4事件番号事件符号|ま記入したか．★

’5担当者は押印したか．

。6原本謄本は照合し,たか・★

Ｌ

Ｌ

Ｆ

Ａ

ｒ

▲

ｒ

ｆ

１

や
ｏ
Ｆ
４
Ｆ

会
。
１
１
２
△
亭 ロ

ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

ロ
ロ
ロ
ロ

差押 許可状請求書

7請求日付は正Lいか．

平成 年 月 日
8ゴム印の押し忘れ， 「地方｣｢簡易｣の押し間違い|まないかく★

::？ , ; ;:: Ⅱ: 』 裁判所

裁判官殿

ロ
ロ

ロ
ロ

７
８

C) ;、 ：;､: ’ 上一三’ ．了 ：零 ‘ ‐塁：

⑳壷# 『黛斗雲 ■

下記被疑者に対する 被疑事件につき、押許可状の発付を請求する。
9罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要）

記

9□□÷

被疑者の氏名

｝㈹身榊係書類等があればどれか一つ＆！ ； ． 確認する。★

1 1年齢計算に誤りはないか。★
｛氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載される．年齢の記載は慣例）

1

ロ
ロ

□
□

０
１
１
１

2差し押さえるべき物

12記載は必須(引用された別紙はあるか．ノ

3捜索し又は検証すべき場所、身体若しくは物

12□□

Cノ 4 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由
13記載する事項がないときは斜線を引き押印又Iま｢ないと記載する。
（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか‘

13□□

5刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは、差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

】‘置驚I琴課嚴騒鵠讓磁霧l鶚本項宙体の記載がないこともあるIそのとき
6 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

14口□

15記載する事項がないときは斜線を引き押印又は『なし』と記載する．

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない，弓|用された別紙iまあるか．

犯罪事実の要旨

15□ロ

7

16記載は必須(引用された別紙はあるか． );★

（引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない〈

16□□

藤嘉罵案喜FJ恩里
蕊点検者が押鄭又は署名をする．

※こ勵チェックシートは令状請求書潅本とホチキス留めする。
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⑤当直用ﾁｪｯｸ票(差押許可状）
（リモートアクセスによる複写の処分以外の請求に用いること）

★の項罠は別紙参照 決
裁
前

決
裁
後
口13引用された別紙各葉との裁判官契印、訂正印はある13

ロ
ロ
’

’

ロ

、

1’
今日の日付は止L

成○○年○C
細の｢地方｣｢簡易

（庁娼）

100日

の押し間遠

○○○ 鯉凹
R堪印は正しいか,、 10裁判官の押印は忠唾ギil・ヨ．C

授悶執竹の

睡半｜|官の塀

●
ｆ
も
↑
も
０
秒
Ｌ

少

少

， ‘馴削ゞー ュ ：ﾝ!' ボーⅦ－ム ー 零″ －－ i ＝ 、 ‐・ 〆.f ‐と、
1 ﾖﾑ ｰ会 ・ ミ ，

】 ＝‐ ． ト ↓ 、 ’ ！ ‘＝ ｡ t ,

I，WGC

まあイ

「

’I曇榑者が押印又

’

(点検者印）

里印，（

津交付時9101213を警察官と指差("濤検

,;《 このチエックシートま令状請求書謄本とホチキス留めすを

40

差
」

j刊』

一一 一 兎－■一一一 ー守一

許可状
－ー－－－ ー 一一一 一 一▼ ー マー画 一 一 一一 = ~ ー

1表記文字は正しいか。★

○○○○
｜

｜
’

被疑者に対する
○0○○

2罪名は正しいか(特号II刑法犯の場合は罰条の記載が必要〉．

について，下記の物を差押えすることを許可する。
被疑事件 口

3記載は必須(引用された別紙はあるか． )。

(引用した別紙の付け忘れ，取り違えに注意）

口
有 効 期 間 平成○○年○○月○○日 まで 4期間計算は正しいか｡★ I
有効期間経過後は， この令状により差押えに着手することができない。この場合には，

巳 ■

これを当裁判所に返還しなければな ら
有効期間内であっても，差押えの必
返還しなければならない。

きは，直ちにこれを当裁判所に
1

一

ｒ

Ｊ

五

二

'.二 ‘ ｡-ル,1-- ‐ ‘&ﾆﾃ

-｣r: /善 蕊ﾐ釜≦筈 8請求書からの転記|ま正しいか｡★

鋤
窺

戸
ｊ

一
一
蹄
訂
声

覆更
ﾉ ﾛ
ﾘ ﾛ

､
4

一
’
零

。

一
出
与



－

⑥当直用ﾁｪｯｸ票(検証許可状詰求書）
（リモートアクセスによる複写の処分以外の謂求に用いること）

■ー

★の項目は別紙参照 決
裁
前
□
□

受
付
時
ロ
ロ

０
・
己
■
■
日
《
”
で
″
』

受付日付は正しいか‘

庁別は選択したか≧★

Ｉ
、
へ
〃
〆
』

原本謄本に

‘3時刻は記入したか．

。4事件番号事件符号は記入し定か,★

．S担当者は押印したか．

・ら原本，謄本は照合したか．★

一

八

! 〉 ロ
ロ
□
□

３
４
５
６

ロ
ロ
□
□

検証 許可状請求書

7請求日付'よ正しいか．

平成 年 月 日
8ゴム日]の押し忘れ「地方｣『憩男｣の押し間違い1よないか､★

F1l望 , ■ 裁判所

~~~一裁判官殿

□
□

ロ
ロ

７
８

ノ

イ

‐

一

l‘峠’ ．”j ｝ :、 、鳥 . f 1 －Lf－1
㈱ ： 、 ｨ ’ 1周 瑞訂'#尽諒’

③
1 ↓ 端典f諺、 ！~、

’ ｜ ‘ 皇~‘巷

下記被疑者に対する○○○○被疑事件につき、検証許可状の発付を請求す
9罪名は犯罪事実と相違はないか(特号ﾘ刑法犯の場合は罰条の記載が必要)･食

記

C)

9□□

1 被疑者の氏名

｝”身柄関係書類等があればどれか一つ＆宴 一一:≦ 確認する。★

1 1年齢計算に誤りはないか。 &倉
（氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載される‘,年齢の記載は慣例）

ロ
ロ

ロ
ロ

０
１

１
１

2差し押さえるべき物

3捜索し又は検証すべき場所、身体若しくは物

12記載は必須(引用された別紙はあるかゞ ）

4 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

12□□

Cノ
13記載する事項がないときは，斜線を引き押印又は｢なし」と記載する．

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない．引用された別紙はあるか。）

13□□

5刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは、差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

’‘毒駕'琴課嚴劉舗熟言濡手lこ本項自体の記載がないこ‘ともある『そのとき
6 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

14口□

15記載する事項がないときは斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する』

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか． ’1

犯罪事実の要旨

15□□

7

16□□16記載は必須(引用された別紙はあるか。 ｝★

｛引用別紙で更に別紙を弓|用している場合も少なくない

願苛罵恵一｣思里
蕊実検者か群fnX|工署名をする：

〆このチエツクシートば令状請求書謄本とホチキス留めする
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一

⑥当直用チエツク票(検証許可状請求書） ★の項目は別紙参照
（リモートアクセスによる複写の処分以外の請求に用いること）

決決
裁裁
前後

13引用された馴紙各葉との裁判官契印‘訂正印はある13 n

’
1

k

1口□

1

’

’し

口’

罪字 2口□烏合|ま薑

3ロロ

4口□

’
□
ロ
ロ

５
９
６

□
□
□

庁印の｢地方｣『議易｣の押し間違い
はないか。

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ

７
０
８

１説判官の騨印は忠

i
可

11夜間執行の請求はあるか

12裁判官の押印iまあるか，

11口ロ

12 □ぞ⑨
Ｌ

『一
戸

メ
ト

黒厚
恩印）

※点検者が押印又は署名をする．

;次蜜付時9, WC. 12, 13を警雲官と指差し点検

;黄： こめチェ』フンートは令状調求書稽本とホチキス留めする．

44

’ 検証許可状

－ 一戸一■一一 一一 ■ー ＝q一一－一一 一面

－－1
1

1

’

被疑者の氏名

1 表記文字は正L,いか へ
℃

淵

○○○○

有 効 期 間 平成○○年○○月○○日 まで 4期間計算!ま正しいか☆ ’
有効期間経過後は， この令状により
これを当裁判所に返還しなければなら
有効期間内であっても，検証の必要
返還しなければならない。

とができない。 この場合には，

は，直ちにこれを当裁判所に

』

｝
↑
グ

↓
一
一
一

参．

Ｔ

一

．

ゆ
可

－

１ 】

り
げ
、

■
一
．
守
口
ロ

△ ‐琴

》

。

９

．

Ｆ
ｑ
ｄ

ｑ

ア
ト

上

一・T，厚
■ の+

＞ P
←

ひ

ｑ

や

ｊ

トー←

笙菩 8請求書からの転記は正しいか‐★



一

一
一⑦当直用チエック票(身体検査令状請求■） ★の項邑は別紙参韻 受

付
時
□
□

１
２

決
裁
前
□
□

1 受付日付は正しいか

乙庁別ま選択したか。★

原本，謄本に

。3時刻は記へしたか，

。4事件番号事件符号{ま記入したか．★

。5担当者は押印したか〕

。6原本謄本は照合したか‘念

ル □
□
□
□

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

身体検査令状 請求書

7請求日付|ま正しい力‘・

平成 年 月 日
Bゴム銅の押し忘れ「地方｣『簡易｣の押し間違いはないか、★

≦一?_ 』－－－ 裁判所

裁判官殿

□
□

□
□

７
８

｛告. 如郷 謡:琴‘建｝

③
mi言伝'勇表一；

下記被疑者に対する 被疑事件につき、
下記の者に対する身体検査令状の発付を請求する。

9罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要） ，‘

記

C)

9□□

1 被疑者の氏名 ○○○○ 10身柄関係書類等があればどれか一つと確認する｡★

2身体検査を受ける者
氏名

年齢 昭ポロ"年; 'ご月辿〔 日生（: ､ ‘歳） 性別蝿
11 身柄関係書類等があれば確認する。年齢計算に誤りはないか．
〈氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載される。年齢の記載は慣例）

職業

健康状態 雌塵

3身体検査を必要とする理由

12記載は必須(引用さｵ1た別紙はあるか。 ）

4検査すべき身体の部位

13記載は必須(引用された別紙はあるか”

10口□

11口□

C）
12口□

13口□

5 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由
14記載する事項がないときは斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する二
（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない§引用された別細まあるか

14□□

日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由
15記載する事項がないときは斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する』
’矧紙引用の場合は‘別紙はあるか。 ）

6

15口；□

7 犯罪事実の要旨

16口□16記載は必須(引用された別紙はあるか‘ ）★

（引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない､ ,’

nn
（点検者印）

身体検査令状請求
;。 このチエンクシーートは令状請求妻糟本とホチキス留めすを 洋卓検者か押印又は署名をする＝
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－一

★の項目は別紙参鱸 決沃

裁裁
前後

uﾉ当直用ナエツク泉(身椰積査令状）

12引用された鄙紙各葉との裁判官契印，訂正印はある12 □

Ⅱ
ｑ
’
■
■
■
■
■
■
■
■
冊
１
９
４
９
９
１
０
１
１
母
４
ｌ
Ｉ
０
４
１
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
４
●
■
可

可
－
１
１
１

’
‐
１
４
１
’

１

‐
１
１
１
‐
ｉ
１

４
，
４
０
０
１
１
Ⅱ
０
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｏ
ｊ
０
０
Ⅱ
ｌ

‐１

ｌ
１

‐Ｊ

1口□

１
℃
三
口 ’

2口□今は罰条の記載が必要

3口ロ

4口ロ

ｌ
〆

’

5□□

の場合の横登期間経過後は，

当裁判所に返還
期間内であって
身害1 ナユ’十.;〆， グー芋チ＞

ロ
ロ
ロ

６
０
７
１

ロ
ロ
ロ

難③ 8口

11

9口

ロ
ロ
□

思恩※点検者が押印又Iま署名をする‐

夜間執行の許可は不要であるとするのが実務であるが.裁判官に確認する［
翻交ｲ寸時1●11 12を警察官と櫓差し点嬢

‘､;； このチェヅクシートは令状請求書謄本とホチキス留めする‐

、
(点検者印）

48

ー甲一一 一 マーー－

身

一一一

体検査令状 ’
｜
｜

|被”
者の氏名

1表記文字は正(_,いか.-女中

○○○○

身体の検査

に関する条件

4なし二又は裁判官の指示する条件★

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは， 10万円以下
の過料又は10万円以下の罰金もしくは拘留に処せられ， あるいは罰金と拘留を併科さ
れることがある。

7

6今日の日付は正しいか‘

平成○○年○○月○○日
庁名印の｢地方』｢態易｣の押し間違いはないか。

(庁名） 名占屋(二C裁判

一義~薊一言~－てrQ__Q

10庁印の『地方j『簡易｣の押し間違い

一之＝－2三℃

はないかく

8裁判官の記名印は正しいか 洲裁判官の押印はあるか≦
1

請求者の官公職氏名

‘二自 重 . 】

其一‘‘ ，

、 う， ．
b

寺

寺一

一

グ

ー

姑

ｆ

■

J ●

や~ ．

9請求書からの転記は正しいか。★
.A ､ ” ..-← ． ÷

塗＃ 当二 ？宍

｡ ～

$ 凸

も



｜
受
付
時
□
□

１
２

⑧当直用チェック票(鑑定処分許可請求書） ★の項目'よ融紙参照 決
裁
前
□
□

1 受付日付は正しいか．

2庁別は選択したか”★

原本謄本に

’3時刻は記入したか。

“4事件番号事件符号は記入したか。★

。5担当者は押印したか。

・6原本、謄本は照合L,たか』★

ル ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

鑑定処分許可請求書

請求日付は正し,いか、
p

' ■年! ‐) 《二月 日
□
□

□
□

７
８

7

平成
8ゴム印の押し忘れ「地方j｢簡易｣の押し闇違いはないか。合

一 '壹_ 裁判所

裁判官殿

豆､『; ' ,苧： … _、瞥軍季

③
「 | ｲｰﾉﾐ密:室竺

下記被疑者に対する 被疑事件につき、鑑定を嘱託された次の者が、
鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

9罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要ﾉ。★

記

仁、

9□□

鑑定人の職業及び氏名 （例として警察の科学捜査研究所とします．

rff'県警電畢"gifij翠荊手{-章縄1育濡禿' ;IT

誉察職員 ィ口 － － 〆 ‘い、"- )")
10 (一件記録冒頭の捜査報告書及び鑑定嘱託書謄本で確認したかg )

鑑定を嘱託した年月日
平成 年 月 日 1 ’ （通常は令状請求の日です｡ ）

10口□

11口ロ

鑑定嘱託事項

12記載は必須〈引用された別紙はあるか、 )}★

犯罪事実の要旨

13記載は必墳(引用された別細まあるか。 ）★

12□□

C) 13口□

記

被疑者の氏名 14身柄関係書類等があればどれか--つと

？｝禍蕊麓塁削はないか★
（氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載される．年齢の記載は慣例）

1

□
□

□
□

４
５
１
１

2鑑定人が立ち入るべき住居、邸宅、建造物若しくは船舶、検査すべき身体、
解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

16記載は必須〈引用された別紙はあるカニ

3 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

16口□

17記載する事項がないときは，斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する，

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくないゞ弓1用された別紙はあるか
17□□

黒黒鑑定処分許可状請求書
ｼ・ このチェックシートは令状請求書謄本とホ千キス留めする二 嫁点検者が押印又は署名をする。
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一
一

ー

⑧当直用チェック票(鑑定処分許可状） ★の項目は月||紙参照 決
裁
後
口

決
裁
前

13引用された別紙各葉との裁判官契印．訂正印はある13

1□□

2ロロ

1
3口□

）

4口ロ

5口□

6□□

有効期限溜
号合には、 こ

〃
〃
し
一
ｒ

ロ
ロ
□

７
１
８

１

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ

９
２
０
１
１

思團

思印，

澱点桟者が押副]又は署名妄する

※こグ>チェ､ノグシートiま令状請求書謄本と,ヤチキス藍めする． ※交付溝1<〕11 12を警察官と指差し点検

（

52

’ 鑑定処分許可状
▲一一一一一一一ユーーー■一一 凸一一一コ－－ ‐

一－ﾏｰ－ －－ー

被疑者の氏名

1表記文字は正しいか。★

○○○○

’

被疑者に対する
C○○○

2罪名は正しいか(特別刑>去犯の場合は罰条の記載が必要) 。

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可する。
被疑事件

職業

氏 名

3記載は必須

(愛知県警察本部刑事部科学捜査研究所

警察職員○○○○) ，

(○○大学医学部法医学教室

医師○○○○）

など正確に記載すること。年齢は不要

夕
，
，

は
物

立ち入るべき場所
検査すべき身体
解剖すべき死体
発掘すべき墳墓又
破壊すべき

4記載は必須(引用された別紙はあるか。）

(引用した別紙の付け忘れ，取り違えに注意）

身体の検査に関する条
件

Q
●

5 裁判官の指示により記載する。 ★

(記載事項がなければ｢なし｣と記載するか斜線を引く二

’
7今日の日付は正しいか。

平成○○年○○月○○日
8庁名印の｢地方｣｢簡易｣の押し間違いはないか．

(庁名） 茎(| ，
一一‐

屍 ﾛ

一で－

裁判官

ﾉ易郷I
－

1 1 庁印の｢地方｣『簡易｣の押し闇違い

p二_Q__Q_

はないか。

g裁半1宮の記名印は正しいか： 12裁判官の押印|まあるか〆

’

l
l
l

I



一
一

一

⑨当直用チェック票(記録命令付差押許可状請求鴇） ☆の項弓は別紙参照 決
裁
前
□
□

受
付
時
ロ
ロ

ー
２

1受付童付は正しいか．

2庁別は選択したか．★

原本‘謄本に

‘3時刻は記入し,たか◎

、4事件番号事件符号は記入{_’た力

“5担当者(ま押印したか”
、6原本謄本は照合したか。★

》 □
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

ロ
ロ
ロ
ロ

★

記録命
Ａ
洞 付差押許可状請求書

7請求日付は正い､か。

平成､(弓年 月 日
8ゴム銅鋤押し忘れ『地方j『簡易｣の押し間違いはないか。★

! : i: '雲 ｛ ノ 裁判所
裁判官殿

□
□

□
□

７
８

：言訓阜" 1 ･b ｡欝奔,島

③罰士窪:李尋 l 《

下記被疑者に対する(J)い､X被疑事件につき、記録命令付差押許可状の発付を請求する。
g罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要)。★

記

1 被疑者の氏名

■ ？ ■？” ．■ ｝㈹灘雲霧等があればどれか一つ＆#~, ． ＊≦ … ：
＝ ’ ( 、3

1 1年齢計算に誤りはないか。☆
（氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載される。年齢の記載は慣例）

2記録させ又は印刷させるべき電磁的記録

12記載は必須〈引用された別紙はあるか。 ）

3電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者

13記載は必須〈引用された別紙はあるか。 〉

4 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

C，

9□□

□
ロ

ロ
ロ

０
１

12口ロ

13□□

Cノ
14記載する事項がないときは｡斜線を引き押印又は『なし』と記載する。

（記載の必要があるときは‘別紙引用も少なくない>引照された剃紙はあるか
14□□

5 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

15記載する事項がないときは,斜線を引き押印又は『なL,｣と記載す墨．
（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない．引用された別細まあるか

15口□

6犯罪事実の要旨

16記載は必須〈引用された別紙はあるか。 ）★
（弓I用別紙で更に別紙を引用してい馬場合も少なくない。

16口□

(記録命令付差押許可状請求書）
〆

※点検者が押印又は署名をする。nn
（点検者印）

‘鐸こぉチエ､j;クシート!ま令状請求書謄本とホチキス蜜めする，

55



一一

★の項目は別紙参照

一

⑨当直用チエック票(記録命令付差押許可状） 決
裁
後

決
裁
前

15引用された%'j紙各葉との裁判官契卸，訂正印はあ器15 n

1□□

i’
2□□

又は印帰
雪職餉言 3口□

訓緊氏‘

4口ロ

5□□

到宙 の令状により

裁判所に返進
言R録命令付

凹吋一V季， ー

甥問内であ
判所に仮揖

C
□
□
□

６
０
７
１
口
ロ
ロ

8□

11

9口

ロ
ロ
ロ

’

口
碇魚令に罵職磯薑舟

"1"､ ？} ! ij古池亘Iゞ :と ;fl!' :7-I- 'pr …

14 「記録命令｣のみに夜間執行を許可した場合， 「この令
できる』 」と記載しているか〕裁判官の押印はあるか‘

12□□

13 □

14 口

黒黒
思者印）

※点横者が押印又は署名をする‘

※皇のチエツクシート|ま令状請求書謄本とホチキス留めするゞ ※交ｲﾏ時10洲13可5を警察官と指差し点検

56

’
一 － 一ー－一一 ＝一 一 一

記録命令付差押許可状

悪ゞ の氏名
－ 一－一寺 一 ■一一 ー － －－ーーー

1 表記文字は正L,いか．執

○○○○ 1

電磁的記録を記録させ
又は印刷させるべき者

4記載は必須(引用された別紙はあるか，）,★

(引用した別紙の付け忘れ.取り違えに注意）

有 効 期 間

９
６

今

平成○○年○○月○○日 まで 5期間計算は正しいか★ ’

7 憲蕊竪
’

裁判官 ’
一

今

一

10庁印の｢地方j｢簡易｣の押し間違い

Q

敏ないか

ローー ー L -b=泡 ▲ 卓令一

｛
一

8裁判宮の記名印は正しいか。 11裁判官の押印はあるか．

．’

す一可

|請奉害の官公職氏名
- ！ 雪
、 ． 〆

一弐

『
＝姦臭 ､プ､･
皇ユ・＝

藩{迄蟇 9請求書からの転記は蕨しいか_★

一
一
』



－

⑩当直用ﾁｪｯｸ票〈捜索差押許可状請求書)('ノモートアクセスによる複写の処分）
★の項言は胃!i紙参照

決
裁
前
ロ
ロ

受
付
時
□
□

１
２

受赫臼付は正しいか。

庁別は選択したか。☆

1

2

原本。膳本に

aS時刻は記入したか．

。4事件番号事件符号は認入しﾅﾆか::★
。5担当者は押印したか．

‘6原本.謄本は照合したか。★

春

蕊 □
□
□
□

□
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

捜索

差押許可状請求書
請求日付は正しいか．

! f年 月 日
ロ
ロ

ロ
ロ

７
８

7

平成

gゴム印の押し忘れ、 |~地方｣『簡易lの押し間違いはないか。＊
当一 一了 そ 裁判所

裁判官殿

C)
公･ fa－

甲一今■

ｰ

熱
壹伽息上蔑■ :考蕊

下記被疑者に対するい(r)Q(~:被疑事件につき、捜索差押許可状の発付を
9罪名は犯罪事実と相違はないか〈特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要)。★

記
9口□

1被疑者の氏名

ボミ■？￥■ ？』J ■“ ｝⑯憲蕊需等があればどれか一つ＆
11年齢計窟に誤りはないか,､湾

〈氏名がわからない場合は『不詳jと記載される。年齢の記載は慣例）

2 差し押さえるべき物

12記載は必須〈引用された別紙はあるか．）

3捜索し又は検証すべき場所、身体若しくは物

13記載は必須(引用された溺紙はあるか． ）

4 7日を超える有効潮間を必要とするときは、その期間及び事由

14記載する事項がないときは‘斜線を引き押印又は『なし｣と記載する。
（記載の必要があるときは、別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか。 ､

5刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは、差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

1尋記載は必須（引用された別紙はあるか≦

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

16記載する事項がないときは斜線を引き押印又は『なし｣と記載する．
（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙はあるか。

7犯罪事実の要旨

17記載は必須(引用された別紙はあるか。〉★
（引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない。〉

□
□

□
□

０
１
１
１

12□□

13口□

Cノ
14□□

15口□

16□□

17口□

霞菫菫嘉壽奇癖恵一』黒黒
※点検者が押印又は署名をする。

※こめチェックシートは令状請求書謄本とホチキス窒縫する，

59



⑩当直用チェック票(捜索差押許可状） （リモートアクセスによる複写の処分〉 決決
★の項目は別紙参照 裁裁

前後

幅引閑された別紙各葉との裁判官契印，訂正印はある15 口

’

1口□

2口□

I 3画ロ

）

1
I

！

4口口

5口ロ

6□□

I 又は差掛
、
〃
《
一
ｍノ

弓
畦
ワ

0lーq短エフ －

釣期間内
司斤に坂攪 一画回

’ □
□
□

７
１
８

１

□
ロ
ロ1

1

豆印 □
□
□

□
□

９
２
０
１
１

口
－ 一

13夜間執行の請求はあるか。

14裁判官の押印はあるか。ご？ ■いさ㈹
13口□
14 □

思里
□(点検者印）

一
◇
〆
一
』
‐
】

や》

一

二

ｈ

ｊ

Ｔ

０

－

Ｐ
。
◇
１

一

ー

■
、
至

一
・
グ
ュ

ム
宅
。
‐
Ｉ

ひ

Ｆ
Ｉ
Ｉ
羽
脾

ー

※点検者が押印又は署名をする，

※このチエックシートは令状請求書謄本とホチキス藍めすを※交付時11 121415を警察官と指差し点挨

60

』

1=X 索差押許可状
I
I

被疑者の氏名

1表記文字娃正い．,が。★

○○○○

被疑者に対する
○○○○

2罪名は正しいか(特別刑法犯の場合は罰条鋤記載が必要)．

について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。
I

被疑事件 口
’
1

3記載は必須(引用された別紙はあるか。》。

(引用した剃紙の付け忘れ，取り違えに注意）

口
型
Ⅱ
Ｙ
Ｉ
Ｉ
ｑ
ｑ
ｊ
０
４
■
▽
ｊ
■
ｄ
８
９

ｊ
Ｈ
１
Ｉ
■
０
．
１
１
８
日
０
１
ｑ
且
Ｉ
凸

捜索すべき場所，
身体又は物

4記載は必須(引用された別紙はあるか，

(引用した別紙の付け忘れ，取り違えに注意）

し押さえるべき電子計算
に電気通信回線で接続し
いる記録媒体であって，
の電磁的記録を複写すべ
ものの範囲

5記載は必須(引用された別紙はあるか｡）．★

(引用した別紙の付け忘れ，取り違えに注意）

また,捜索及び電子計算機の差押えのみを許可した場合。斜線が引かれ

ているか． 口
’

’ 有 効 期 間 平成○○年○○月○○日 まで 6期間計算は正しいか｡★ ’

7今日の日付は正しいか，

平成○○年○○月○○日
8庁名印の｢地方｣｢簡易』の押し間違いはないか．

(庁名） 鐙古屋O○裁半

裁判官

11 1 』二l』」
L

11庁印の｢地方｣『露場｣の押し間違い

○○○
零j生6~ー一や｡F~＝由△一手f一ー一－－

敏ないか。

9裁判官の記名印は正しいか． 12裁判宮の押印はあるか，

も

ヴ

F

一 ．f' '一！ 『
室、 岸‘ ．-、
竃

､

$

〆 . . .. -ぷ茨

f露

一
語
，
一
一

↑
昌
寸
。
３
〆

『

一

毛

・

等

《

声

。

，
》
一
鐸
一
心

軽
一
鼎

一

一

町

も

０
Ｔ
ｊ
４
ｆ

グ
ー

己
『』

令
ア
ー

ダ
９

甲
４
４
ｍ
￥
章
｛
一

6

10請求書からの転記は正い､か。★

〆

~ ~



⑪当直用チエック票(差押許可状請求書)(リモートアクセスによる複写の処分） 決
裁
前
□
□

受
付
時
ロ
ロ

１
２

★の項目は別紙参照

受付日付は上Fい､か？

庁別は選択したか、★

イ
ー
句
会

原本，謄本に

’3時刻は記入したか。

‘‘ネ事件番号,事件符号Iま記入したか｡★

、5担当者は押印したか'
・6原本､謄本は照合したか『★

リ □
□
□
□

ロ
ロ
ロ
ロ

３
４
５
６

捜二索

差押許可状請求書
7請求日付は正しいか．

平成 年 月 日
8ゴム印の押し忘れｰ地方｣I簡易｣の押し間違いはないか、★

と｢霊｜裁判所

一一一裁判官殿

□
ロ

ロ
□

７
８

､･馴員J 密室‘蚕

鯏
ゴ| ､& : :審璽｢］

下記被疑者に対する 被疑事件につき、差押許可状の発付を請求
9罪名は犯罪事実と相違はないか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要)。★

記

C，

9□□

1 被疑者の氏名

？ ｝”駕蕊寄等があればどれか一つ上K . ､ 『 ‘ 1

1 1年齢計算に誤Lﾉはないか~★

（氏名がわからない場合は｢不詳｣と記載される。年齢の記載は慣例）

2差し押さえるべき物 ，

12記載は必須〈引用された別紙はあるか．）

3捜索し又は検証すべき場所、身体若しくは物

13記載する事項がないので斜線を引き押印又は『なし｣と記載する。

4 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

14記載する事項がないときは斜線を引き押印又は｢なし｣と記載する。

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない。引用された別紙|まあるか、

5刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは、差し押さえ
るべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複
写すべきものの範囲

15記載は必須(引用された別紙はあるか，

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

16記載する事項がないときは斜線を引き押印又は『なし｣と記載する。

（記載の必要があるときは別紙引用も少なくない．引用された別紙はあるか． ）

7 犯罪事実の要旨

17記載は必須(引用された別紙はあるか。）★

〈引用別紙で更に別紙を引用している場合も少なくない．

□
□

□
□

０
１
１
１

12□□

13口□

C）
14口□

15口ロ

16口□

17□□

l

恩厚(差押許可状請求書）

残虐検者が押印又は署名をする：

このチニツクシートは令状蓋求書謄本とホチキス篭めする
｡ 63



＝

⑪当直用チエツク票(差押許可状)(リモートアクセスによる複写の処分）
★の項目は別紙参照

決
裁
後
口

決
裁
前

側引用された別紙各葉との裁判官契印訂正印はある14

1口□

2口□

3口口

､

4口ロ

5口ロ

’
|

の場合にに朝限経過後は，

当裁判所に返還
期間内であって

の令状に。

なければン
善押妾0

」
ロ
ロ
ロ

６
０
７
１
□
ロ
ロ

5今日の日付は正L

平成○○年○C
冒名印の｢地方j『簡易

（庁躬）

〕
Ｈ
ぽ
ウ
病

QOB
押し濁這

古屋（

胃募l")＃韻1 －闇掻

7

卿OOC
8口

11

9□

ロ
ロ
ロ

發半11 0〕 ，.

｜

’

’

J■ ≦‘？=■Jゞ㈹③
12口□
13 口

12夜間執行の請求はあるか．
13裁判官の押印はあるか二

一

ｌ苧Ｐ
戸
一

ーへ

1 1

恩恩※点検者が押印又は署名をする。

伽淵伽】’3崎騨宮竺開柵、
（点検者印）袋こめチェ､)ノクシ--;-!ま令職請求書糟遮とホチキス篭めする『

64

F

’

’ 差
」

サド

一

許可状
’
I

－ 一一 ■ =一 T 一一ー一 一

1 表記文字は正しいか．☆

○○○○

Ｕ
４
。
■
■
日
日
９
９
■
Ｏ
０
０
ｑ
Ｉ
Ｉ
１
ｑ
ｑ
Ｈ
４
４
１
■
ｑ
Ｊ
日
甲
ｑ
ｑ
ｑ
ｑ
ｌ
ｑ
ｌ
１
ｑ
ｑ
ｇ
８
■
ｑ
ｑ
。

I
被疑者に対する

○○○0
2罪名は正しいか(特別刑法犯の場合は罰条の記載が必要)‘’

’ について，下記のとおり差押えをすることを許可する。 被疑事件

3記載は必須(引用された別紙はあるか。
(引用した別紙の付け忘れ,取り違えに注意） ！

Ｉ
崖
憾
に
辰
信
Ｉ

し押さえるべき電子計算
に電気通信回線で接続し
いる記録媒体であって
の電磁的記録を複写す
ものの範囲

,

〆､ミ

4記載は必須(引用された別紙はあるか.）。★

(引用した別紙の付け忘れ、取り違えに注意）

また.電子計算機の差押えのみを許可した場合，斜線が引かれているか、
1
1

’
｜

’ 有 効 期 間 平成○○年○○月○○日 まで 5期闇計算は正しいか,☆ I

請求者の官公職氏名
ヶ毛

今 一 1

グ

、沙

言i － ， ‐ 打淫〆,ヨミ ー＃, ’ 9請求書からの転記は正しいか。☆′ ゞ皇： 、～､

〆

を恥． . 鼻 , ←3-6.-..

'＝-t ､ ﾐｰﾆ , ！
＝＝ グー戸､F一 Ⅱ → ． J． ~．; ,も



①通常逮捕状(別紙）

C，

C）

21

★点検項目 点検項目の説明

請
求

書

(請求書

の点検）

(請求書

原本の
訂止）

2

受付印

4

事1牛符号

6

謄本

8

庁名

9

請求者

10

罪名

11

12

被疑者

19

軽微事件

20

被疑事実
の要旨

･通常は,逮捕状に請求書原本を引用して合てつするので,請求書の確実な点検は必須である。

･請求書の記載内容に不備や誤りがある場合は‘逮捕状に請求書原本を引用するに当たり，請求者に訂
正させ,訂正印を押させて発付する。

･当直裁判官の所属により， 「地方裁判所｣又は｢簡易裁判所』

･事件符号は，当直裁判官の所属により，地裁であれば『令む_| ,簡裁であれば｢令る』

･請求書謄本に謄本認証はあるか(刑訴規則により謄本提出)‘

2を参照

「

刑事訴訟法第199条第2項による指定を受けた司法警察員｣，警部｣又は｢警視』の記載があるか‘
･検察官又は言l法警察員(法199n),特別司法警察職員(法l90)である。
･警察官である司法警察員については,国家公安委員会又は都道府県公安委員会が拓定する警部以t
の者に限られている C

｡特別司法警察職員については,司法警察員として職務を行う者であれば制限はない
※逮捕状請求権者名簿は当直室備え付け刑事ファイルに編てつ

･被疑罪名と被疑事実の要旨との同一性を確認する。
．特別法犯の場合は,罪名を特定するために，罰条(構成要件規定の条文及び罰則規定の条文)の記載が
必要である(名古屋の取扱い)‘ 例 ◆●

【｢決裁前｣点検者は以下も点検する】

．｢覚せい剤取締法(同法条)」

特別法犯の場合は､六法全書等によって,被疑事実についての関連条文(犯罪構成要件，法定刑等)を
確認する尋

･氏名が不詳の場合は写真を利用することが多い(記載例｡ ．｢不詳(別添(又は別紙)写真の男)j)｡
･住居が不定の場合は｢不定｣。住居が明らかでない場合はF不詳」
･年齢,職業が明らかでない場合は『不詳」
･外国人の生年月日は西暦で記載されているか．

【 :~決裁前｣点検者は以下も点検する】
捜査記録中の運転免許証,外国人登録証等の身分関係書類のどれか一つと照合して点検し,照合した
書類を付せんで裁判官に報告するとともに,誤記等があれば付せんを貼付して裁判官に口頭で報告‐ｵｰる．

凸 ●

(｢決裁前｣点検者は以下も点検する】軽微事件に該当するかを確認する。

．｢被疑事実の要旨lの記載内容に誤字脱字がないか。
･別紙を引用しているときは別紙があるか『.別紙の表題が正しいか(『別紙被疑事実の要旨｣)‘

【｢決裁前｣点検者は以下も点検する】
捜査記録冒頭の統括捜査報告書と照合して点検し,誤記等があれば付せんを貼付して裁判官に口頭
で報告する。

令
状

1

被疑者の

氏名

2

有効期間

8

契印
訂正印

･氏名が不詳で写真を利用した場合の記載例・・不詳(逮捕状請求書別添(又は別紙)写真の男)」
･外国人の氏名の表記は，カタカナ，アルファベソト，両方併記の場合があり，基本的には請求書の表記に
従って処理してよい｡

．原則として発付日から7日(初日は不算入｡末日が祝休日でも算入）
例．．.8月1日（日）発付の場合は原則として有効期間は8月8日（日）まで
･宿直では，請求から日をまたいで発付することがあるので注意(例;請求日7月3旧，発付日8月1日〉

･契印

①請求書原本に請求者の契印がない場合は,逮捕状から請求書最終頁までの裁判官の契印が必要
②請求書原本に請求者の契印がある場合は,逮捕状と請求書冒頭頁との契印で足りるか,②と同様の契
印が必要かは，裁判官の判断による。
，訂正印一請求書原本の訂正印は， 請求者印で訂正してもらう．


